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１
．
平
成
二
六
年
度
春
季
慶
應
法
学
会
は
、「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
社
会
に
お
け
る
法
と
政
治
」
と
い
う
共
通
テ
ー
マ
の
下
、

二
〇
一
四
年
六
月
一
四
日
に
、
慶
應
義
塾
大
学
東
館
八
階
ホ
ー

ル
で
開
催
さ
れ
た
。
今
回
の
学
会
は
、
共
通
テ
ー
マ
自
体
が
タ

イ
ム
リ
ー
で
意
欲
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
個
別
テ
ー

マ
お
よ
び
報
告
者
も
、
①
安
冨
潔
会
員
（
京
都
産
業
大
学
法
務

研
究
科
客
員
教
授
・
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）「
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
の
法
的
保
護
︱
︱
刑
事
法
的
視
点
か
ら
」、
②
伊
藤
高

史
会
員
（
創
価
大
学
文
学
部
教
授
）「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の

世
論
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱
『
メ
デ
ィ
ア
論
』
の
視
点
か

ら
」、
③
西
川
賢
会
員
（
津
田
塾
大
学
学
芸
学
部
准
教
授
）「『
選

挙
』
な
の
か
『
統
治
』
な
の
か
︱
︱
メ
デ
ィ
ア
技
術
の
革
新
が

齎
す
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
危
機
？
」、
④
西
川
理
恵
子
会
員

（
慶
應
義
塾
大
学
教
授
）「N

et N
eutrality

︱
︱
最
近
の
ア
メ
リ

カ
の
判
例
か
ら
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
刺
激
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。

　

２
．
ま
ず
、
安
冨
報
告
で
は
、
サ
イ
バ
ー
犯
罪
と
よ
ば
れ
る

「
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
犯
罪
や
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
又
は
電
磁
的
記
録
を
対
象
と
し
た
犯
罪
等
の
情
報
技

術
を
利
用
し
た
犯
罪
」
お
よ
び
「
政
府
機
関
や
重
要
イ
ン
フ
ラ

特
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應
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イ
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ト
社
会
に
お
け
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事
業
者
等
の
基
幹
シ
ス
テ
ム
を
機
能
不
全
に
陥
ら
せ
る
サ
イ

バ
ー
テ
ロ
や
情
報
通
信
技
術
を
用
い
て
政
府
機
関
や
先
端
技
術

を
有
す
る
企
業
か
ら
機
密
情
報
を
窃
取
す
る
サ
イ
バ
ー
イ
ン
テ

リ
ジ
ェ
ン
ス
と
い
っ
た
サ
イ
バ
ー
攻
撃
」
に
つ
い
て
、
刑
事
法

の
こ
れ
ま
で
の
対
応
と
、
今
後
の
課
題
が
詳
述
さ
れ
た
。
立
法

過
程
に
も
関
与
し
た
安
冨
会
員
の
報
告
は
理
論
的
で
あ
る
と
同

時
に
実
証
的
で
あ
り
、
問
題
の
所
在
を
的
確
に
伝
達
す
る
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

伊
藤
報
告
が
取
り
上
げ
た
の
は
、「
ネ
ッ
ト
世
論
」
と
い
う

事
象
で
あ
る
。
伊
藤
報
告
は
、
先
行
業
績
を
参
照
し
つ
つ
、

「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
時
代
」
の
世
論
と
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
」

の
世
論
を
対
比
し
、
前
者
は
社
会
を
統
合
す
る
方
向
に
機
能
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
後
者
は
社
会
を
分
裂
さ
せ
、
さ
ら
に
分

裂
を
増
幅
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
従

来
、
社
会
が
論
ず
る
べ
き
統
一
の
テ
ー
マ
や
意
見
を
独
占
的
に

表
象
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
一

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
位
置
に
甘
ん
じ
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
も
見
え

る
、
と
い
う
指
摘
は
傾
聴
す
べ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

西
川
賢
報
告
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
を
迎
え
て
選
挙

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
に
つ
い

て
、
新
聞
、
テ
レ
ビ
広
告
、
ラ
ジ
オ
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
メ
ー
ル

な
ど
が
主
役
で
あ
っ
た
一
九
八
〇
年
代
と
、
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
が
確
か
な
地
歩
を
占
め
つ
つ

あ
る
現
在
と
を
比
較
す
る
。
西
川
賢
会
員
は
、「
選
挙
化
す
る

統
治
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
現
在
の
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
か

ら
、
円
滑
な
統
治
に
向
け
て
必
要
か
つ
適
切
な
妥
協
を
可
能
と

す
る
政
治
的
礼
節
や
中
道
と
い
う
徳
性
が
著
し
く
失
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

最
後
に
、
西
川
理
恵
子
会
員
は
、N

et N
eutrality

と
い
う

耳
慣
れ
な
い
概
念
を
用
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
世
界
に
お
け

る
中
立
性
・
公
平
性
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
興
味

深
く
応
答
し
た
。
そ
こ
で
は
、
利
用
者
、
事
業
者
、
国
と
い
う

三
者
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
、
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

３
．
詳
細
は
本
号
に
掲
載
さ
れ
た
各
論
考
の
参
照
を
乞
う
が
、

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
」
が
、
法
律
・
政
治
に
横
断
的
な

テ
ー
マ
で
あ
り
、
各
分
野
に
お
い
て
深
く
考
究
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
同
時
に
、
分
野
を
横
断
し
た
知
識
と
意
見
交
換
が
必
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
た
。
各
報
告
者
の
入

念
な
準
備
と
会
員
に
よ
る
活
発
な
質
疑
応
答
に
感
謝
申
し
上
げ

る
。


